
 

 

 

 

世田谷区基本構想審議会第３部会（第４回） 

会議録 

 
平成 24 年６月 29 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世  田  谷  区 

 



世田谷区基本構想審議会第３部会（第４回） 会議録 

 

【日  時】 平成 24 年６月 29 日（金） 午後６時～午後８時 

【場  所】 世田谷産業プラザ 会議室 

【出 席 者】 

■委 員  大橋謙策（部会長）、森田明美（副部会長）、大森猛、宮田春美、 

上野章子、宮本恭子、風間ゆたか、田中優子 

小林正美（第２部会）、永井ふみ（第２部会） 以上 10 名 

■ 区   田中政策研究担当課長、澤谷財政課長、小田桐政策企画課長、吉田政策

経営部副参事 

【会議公開可否】 公開 

【傍 聴 人】 ７人 

【会議次第】 議 題 

１ 第３部会の議論テーマについて 

２ その他 

【配付資料】 １ 基本構想審議会第３部会  

         第４回・第５回の議論テーマについて 

       ２ 世田谷区への寄付金と区民活動等への支援 

       ３ 世田谷区の公益信託の取り組み 

       ４ 都区の教員の人事権の現状 

       ５ 富山方式デイサービスの取り組みについて 

       ６ シルバー人材センターの沿革と活動 
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午後６時開会 
（大橋部会長） 

 それでは定刻になりましたので、まだお見えでない方もいらっしゃいますが、定足数

には達しているようでございますから、始めさせていただきたいと思います。あらた

めましてこんばんは。お忙しいところをご参加いただきましてありがとうございま

す。 

 今日は、基本構想審議会第３部会の第４回目の部会ということになります。前回は活

発なご意見いただきまして本当にありがとうございました。その際に私が今後のこと

も考えて、やや論点を整理するという思いで長く補足をしてしまいまして申し訳ござ

いませんでした。 

 大体前回の論議の中で出てきたものが第３部会の今後検討すべき課題ですし、他の部

会への発信の課題になるかと、個人的には思っておりますが、今日はその辺りを深め

ていただければありがたいです。今日、お手元に議事録があるかと思いますが、それ

を見ていただいて、またご意見があればいただければありがたいと思っています。こ

の議事録に基づきまして、柱を４つ立てて、事務局に整理いただきました。後ほど事

務局から、ご報告いただきたいと思っています。この柱に即してこれから論議を進め

させていただければありがたいと思います。なお、資料として事務局に色々と用意し

ていただきました。それを説明している時間的な余裕がないかもしれませんので、必

要に応じて、もしお求めがあれば事務局から説明をいただくというふうにさせていた

だければありがたいと思います。それでは資料の確認と、今日の議論テーマについて

事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。もう座ったままで失礼します、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局・田中政策研究担当課長） 

 それではまず 初に、本日の出席委員の確認をさせていただきたいと思います。本日

は坂東委員からご欠席の連絡をいただいております。また、今見えていない方もご欠

席とは伺っておりませんので、遅れて見えられると思います。また、第２部会から小

林委員と永井委員にご出席いただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料でございますけれども、次第に続きまして、資料１が今部会長からご説

明のありました議論テーマについてという４本の柱立てをしたものであります。その

後ろに付いておりますのは、資料２以下でございますが、前回の部会の時に話題にの

ぼったことの参考資料をこちらのほうで少しそろえさせていただいたものでございま

す。今、部会長からもお話ありました通り、時間の都合もありますのでこれについて

は逐一説明いたしませんが、参考にということで、資料２が世田谷区への寄付金の状

況で、資料３というのが公益信託「世田谷まちづくりファンド」の取り組み。資料４

は教員の人事権についてということで、これは町費負担の教員を独自で雇っていると

いう例をご紹介していただきましたので、参考で付けております。資料５というのが、
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前回話題になりました富山型のデイサービスに関する資料。 後、資料６が高齢者の

方の活躍の場に関しまして、シルバー人材センターについて質問がございましたので、

その資料となっております。資料については以上でございます。 

 それでは引き続き資料１についてご説明をさせていただきます。今、部会長からもお

っしゃっていただきました通り、事務局のほうで議事録を元に４つの柱立てとしてま

とめさせていただきまして、部会長、副部会長のご確認をいただきましたので説明さ

せていただきます。事前にお送りをしておりますので、まとめるにあたっての考え方

等について簡単に説明をさせていただきたいと思います。まず、１番目の「地域資源

を生かして福祉・教育を進めるまちになるためには」という柱立てでございます。こ

こで言う地域資源というのは、前回出たような、例えば大学のような組織体であると

か、知識とか経験の豊富な人材であるとか、提案などの場であるとか、個人やグルー

プの活動・ネットワークなどさまざまな要素を含んだものとして表現しています。世

田谷区にはこうした地域の資源が豊富にあるので、これを生かして福祉や教育の推進

を図るとともに、さらなる活用の方法を探り、地域資源の持つ可能性を切り開いてい

くというようなご提案があったかと思います。具体的には、例えば地域の支え合いで

あるとか、地域のつながりであるとか、人材・地域資源の有効活用というようなこと

が話題だったと思っています。 

 それから２番目の「地域の中で地域の担い手を育てるまちになるためには」でござい

ます。これについては、これからは例えば自主性とか主体性を育てることが必要にな

るのであって、先ほどの地域支援とも関連しますが、地域の担い手は地域の中で、多

くの人とのかかわりの中で育つというようなご意見があったかと思います。それぞれ

が役割を担って育て合って、成長し合うまちを目指すというようなご議論であったか

と思っています。具体的には地域の支え手の育成であるとか、学校教育、生涯教育学

習の重要性、地域での子育て支援などにかかわるものというふうに思っております。 

 裏面にいっていただきまして、３番目。「人生 100 年時代を見据えて、いつまでも活

躍できるまちになるためには」とております。これは元気な高齢者、特に前期高齢者

といわれる年代の方々の知識・経験を生かして活用していただき、世代交流を進める

ことが、それぞれの世代にとってメリットがあるのではないかというご意見があった

と思います。高齢化社会を迎えて、高齢者自身にお元気でいていただくこと、また次

世代を支援することの双方に対する期待が示されたかなと思っておりまして、具体的

には健康づくり、生涯現役社会の実現、他世代交流というようなことが出たと思いま

す。 

 後、４番目。「あらゆる人が地域で暮らし続けられるまちになるためには」という

ことですけれども、これは第１回とか、第２回の部会でも、地域で暮らし続けられる

社会システムを作るということが、この部会の大きな課題ではないかというご意見は

出ていたかと思いますが、これを基本に、手を加える方法での柱だというふうになっ

ております。これに加えまして、例えば前回は、安心・安全という言葉の解釈のあり
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方だとか、 近の世界の出来事も含めた、特に立場が弱い方への人権擁護の取り組み

とか、そういったような属性を持つ人の交流の場の必要性というようなご意見があっ

たと思いますので、権利擁護、男女の共同参画、孤立化の防止、セーフティーネット

などで具体的にはかかわるような柱になるかなと思っております。資料１についての

説明は以上です。 

 

（大橋部会長） 

 ありがとうございました。資料の確認と、資料１の説明でしたけども、よろしゅうご

ざいましょうか。それでは資料１に基づきまして、これから少し論議を深めてまいり

たいと思っております。 初に、「地域資源を生かして福祉・教育を進めるまちにな

るためには」ということで、世田谷のソーシャルキャピタルだとか、寄付の文化だと

か、ここでは出てきませんが、委嘱ボランティアや、生活圏域の考え方などが論議に

なったかと思いますが、どうぞご自由に１の柱についてご意見いただければと思いま

すが、いかがでございましょう。 

 

（森田副部会長） 

 それでは私のほうから、子ども・青少年問題協議会の議論を踏まえてお話をさせてい

ただきたいと思います。教育の問題を具体的に議論できるのは、ここの場だと思いま

すので、部会長もよくおっしゃっていますが、20 年後の教育って一体どうなっている

のか、あるいはどうあるべきなのかという議論はやはりしっかりしたいということが

一点です。それから特に世田谷区の場合には中学校の段階で３分の１くらいが私立の

学校に進学している。ですから、小学校の高学年になると、受験のための塾通いが非

常の多くなり、そしてその塾通いのために子どもたちの放課後の支援が、やはり特別

な問題としてあります。これが具体的に 20年後どうなっていくのかというようなこと

を、やはり私たちは想定しなければいけない。もう現在の段階で放課後の子ども支援、

世田谷には新 BOP という非常に優れた制度を持っているわけですが、こういった制度

も含めて、放課後という子どもたちの大事な時間をどう過ごすのか、あるいは中学生、

３分の２は公立学校にいるわけですけれども、３分の１は私立学校に行っている。こ

ういう状況から 20年後をどういうふうに見通すか、特に中学生から高校生への時代は

家庭よりも地域に出ていって友だちや様々な社会資源と出会い、良い体験をする中で

世田谷区に良い認識を持つ、非常に大事な時期だと、私は思っています。この時期に

悪い認識を持ってしまうと、いつかないということになっていくわけです。青少協の

一組織としてユースミーティングがありまして、彼らの話を聞いていますと、決して

いい認識ばかり持っているわけではない。特に大人に対する思いとか、社会に対する

思いの中では、かなり批判や課題認識を持っています。こういったことを踏まえて、

教育、あるいは放課後の子どもたちの育成支援の試みを、ぜひ中心に考えていただき

たいと思います。以上です。 
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（大橋部会長） 

 事務局に作ってもらいました資料４の一番下のところで、世田谷区の動きで、「区長

会・議長会等を通じて、区立小中学校教職員の人事権を、任命権・教職員定数の決定

権および必要な財源と併せて特別区に移譲することができるよう国に法律改正等を働

きかけることを要望している」と言っています。そして次のページに「県費負担教員

制度の説明」の２つ目の段落でございますが、「平成 15 年度より構造改革特区におい

て、地域の実情に応じて教育や特色ある学校づくりを図るため、教育上特に配慮が必

要な事情がある場合には、県費負担教職員に加えて、市町村が自ら給与を負担するこ

とにより、市町村教育委員会が独自に市町村立小中学校の教職員を任用することがで

きるようになった」とあります。 

 これは前回、徳島県の海部町の例等含めて話したことが制度化されてきているという

ことになるわけだろうと思います。下に旧海部町のことが出ています。こんなことを

考えると、20 年後、一体世田谷区の教育はどうなっているのだろうかということです

ね。過疎地の場合にはもう出ていますが、世田谷区の中ではそういうことがあるのか。

例えば高校野球の甲子園大会は一つの学校でチームを作れなくても、複数校でチーム

を作ってもいいということが起こっています。ああいうのを考えると、学校は教科を

中心に教えるけど、クラブ活動・部活動は地域クラブでいいのではないかという提案

の仕方も具体的にはあり得るわけです。例えば、プロサッカーは地域クラブがありま

す。ああいう仕組みをやっていくことも考えられます。先日も文部科学省の局長と相

談、話をしていて、もう中体連・高体連の時期が終わったのではないかという話にな

りました。中体連・高体連のようなピラミッド型が一番やりやすいため、そうつくっ

てきたけれど、地域クラブはそうはなりません。この辺の意識改革がどうなされるか

ということになるのだろうと思います。 

 いずれにしても、児童・生徒の学校外の生活、とりわけさまざまな部活動の支援の仕

組みをどうつくるかは、重要であると思います。何かご意見ございましょうか。我々

も意識を変えないと。子どもは学校に預けとけば全部大丈夫だと思いがちですけど、

地域クラブくらいの発想をしないと。公立も私立もない。そういうのは青少協はどう

見てるんですか。 

 

（森田副部会長） 

 青少協は具体的には部活動までは議論をしておりません。ただ、やはり多様な学びの

場というものが必要だろうということが、青少協の中で非常に大きく出てきています。

今、小学校で約 100 人、中学校で約 200 人の不登校の子どもがいて、これが全然減っ

ていないわけです。合計すると約 300 人の不登校の子どもたちがいます。そして、そ

の不登校の子どもたちに対して、世田谷区はフリースクールを用意してますが、やっ

ぱり子どもたちのちょうどユースミーティングなんかでも、各クラスに１人くらいず
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つ不登校の子どもがいるという状態の中で、やっぱり身近に不登校の問題というのは

感じているわけです。 

 そうすると、子どもたちが不登校であることの中で感じてることは何かっていうと、

フリースクールでなくても、家の中に閉じこもらないで、とにかくどこかに出ていけ

る場というものが欲しい。それから、孤立化させない、みんなと出会えるような場を

どこかにつくる必要があるだろう。あるいは教育の過程として、例えばフリースクー

ルみたいな形でないと、教育の中身が保証できないということですけれども、実際前

回の議論のような、いわゆる高齢者の方たちなんかが、テーマ方式で例えば家をつく

ってらっしゃる。具体的には、今世田谷のボランティアセンターなんかで、大きな家

などでの色々なサービスを行ってらっしゃる。空き家での授業が始まっていますので、

そういうところで、例えば夕方から夜にかけて若者たちの出会いの場みたいなものを

用意してくださるとか。あまり施設的ではなくて、もっと地域に根ざした形でそうい

うものが提供されていったり、あるいは運営に若者たちも参加していったりできると、

そうすると不登校の人たちも含めて、多様な学びというものが用意できていくのでは

ないか。やっぱり世田谷の中で子どもたちも非常に問題に思っているのは、何か特別

なところに行かないと、支援や、授業が展開していかない。もうちょっと身近なとこ

ろに自分を家族以外で支援してくれるようなものが、特に小学校の高学年から中学校、

高校生くらいになり、家庭から地域に出ていった子どもたちへの教育の場っていうの

が提供されてもよいのではないかということを、ユースミーティングや、青少協では

議論しているところです。それは次のところでも関わっていくと思いますので、少し

総合的にご提案できればと、今、若者たちと一緒に議論しているところでございま

す。 

 

（大橋部会長） 

 学校を拠点としつつ、地域で子どもの自主性・主体性・国際性を育てる新しい教育シ

ステムの構築を考えるという方向になるのだろうと思います。その際に、羽根木パー

クの実践、あるいは多摩川の水辺の楽校の実践などを参考にしながら、新しい教育行

政組織のあり方を検討しなければならないというようなことが課題として出てくるだ

ろうと思います。 

 地域で育てるための地域の資源、人材という言葉はあまり良くないかもしれませんが、

地域の素晴らしいキャリアを持った人たちを活用できるシステムを作ることが求めら

れています。一方で、在住外国人等が増えてくる、その子どもたちのことを考えると、

従来のスクールカウンセリング的対応だけでは不十分であり、今の学校不登校等の問

題を考えると、家庭と地域と学校と子どもをつないで調整してくれる、対応してくれ

る、そういうスクールソーシャルワーカーの配置なども考えていかざるを得ないと思

います。こんな具体的な課題もいくつか想定しながら、新しい教育システムをどう作

るかっていうのが 20年後の課題だと。こんなところでしょうか。いかがでしょうか。 
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（宮田委員） 

 小学生、幼稚園児もそうだと思いますが、学習以外でいろいろな体験とか経験とかを

する場が、ご家庭でやってらっしゃるところもありますけれど、そういう経験を、例

えば自然体験とかも含めて、本当にいろいろな意味での経験を積むという機会が減っ

ているという事実があります。地域の人材が豊富ですので、そういった方を活用した

何か、子どもをいろんな場で経験させたり体験する場があったりとか、そういうこと

は本当に大切なものだと感じています。 

 あとは先ほどおっしゃっていたスポーツの関係ですが、今小学生でもクラブチームで、

学校外のところで活躍している子どもたちもたくさんおりますので、そういった場面

と、あとは学校、例えば中学校だと部活、盛んな部活とかもありますので、公立でも

バスケットが強かったりバレーボールが強かったりするところもありますので、それ

はそれでまた学校で協力しながら、なんと言いますか、連帯感を持って進んでいくと

いうことも大切な教育の場だと思いますので、そういった二重といいますか、そうい

った多方面から支援ができれば、スポーツのほうはいいのかなと思っております。 

 

（大橋部会長） 

 ウィーンの少年少女合唱団は有名ですが、日本だと西六郷少年少女合唱団ですかね。

スポーツだけじゃなくて、杉並少年少女合唱団とか、そういう学校を超えて合唱団や

演劇をどうするかということも、考える必要があるかもしれません。やはり学校にと

らわれすぎているんですよ。もう少し広く色々な体験の機会というのを考えないとい

けない。 

 他にはどうでしょうか。前回出た大学生の活用、活用というのは大変申し訳ないので

すが、大学生の能力を生かすという意味では、環境自然保護の分野では学生インター

ンシップがあるようですけれども、もっとインターンシップみたいなものを活用する

ということも考えられる。全部フルタイムでやらなくちゃいけないというわけではな

い。学生たちが世田谷の子どもを育ててるうちに世田谷が好きになって世田谷に住み

たくなって子どもを産み育てていく。そういう意味では学生たちが参加するインター

ンシップを広げるということは、ぜひ考えておいたほうがいいんじゃないかなと思い

ます。結果的にそれは人口の確保とか安定とかっていうのにつながっていくのだろう

と思います。いわゆる短期的にできることと、長期的なものっていうのが混じってま

すけども、そんなことを考えられるということでしょうか。 

 

（森田副部会長） 

・ ちょうど昨日、青少協で議論したのですが、今までの教育の中でどうしても中学校以

降、小学校の高学年以降は、教育プラス家庭にほとんど委ねられていて、社会が登場

することはほとんどありませんでした。しかし社会が、小学校の高学年から中学生、
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あるいは高校に与える影響は非常に重要で、そのことの認識を私たちはあらためてし

ているわけです。 

・ 具体的にはちょうど昨日少し話をさせていただいたんですが、私が今、被災地の岩手

県の山田町で、中学生以上の子どもたちに対して、おやつ付きの自習室を行っていま

す。毎日大体２時から夜の８時まで開けていて、誰でも無料で使えて、夕方部活を終

えた子、あるいは、文系であまり部活もしない子はわりと早くから来て、そして夜８

時までいて、被災地ですので暗くなってからの帰りは危ないので親たちが迎えに来る。

大体今、中学生の３分の１程度、150 人くらいの子が出たり入ったりしている場にな

っているんですけれども。そこで私たちが学んだことは、中学校以降の子どもたちに

様々な外部からの刺激を与えることは、単に学習の場を提供するというだけじゃなく

て非常に効果的である。先生方が子どもたちの様子を少しご覧になりにいらして、こ

んなにかわいい顔をしている中学生の姿を自分は初めて見たっておっしゃるんですね。

ほんとに穏やかで、友だちとじゃれ合っているような姿で、学校の中で突っ張ってい

る姿とは全然違う姿を、仲間たちの中で安心していられると子どもたちはしているわ

けですね。 

・ 先ほど部会長がスクールソーシャルワーカーの話をされましたけれども、スクールソ

ーシャルワーカーは学校で、あるいは学校を通して福祉的サービスをする人ですけれ

ども、実は私が今一緒に運営している被災地の場は、実は子どもたちの福祉的課題を

言えるような関係性をつくって、そして本当にハードルの低い、子どもたちの悩みだ

とか、あるいは抱えている課題というものを、実質的に市民社会が越えることを支え

ていく、そういう場になっているわけです。具体的には、例えばお金がなくて将来が

見通せない時に相談に乗りながら親と一緒に子どもの奨学金を考えていくとか、ある

いは十分に食事が提供されない子どもに対して、どうやって食事を確保していったら

いいかを一緒に考えていくとか、あるいは部活と勉強が両立できない子に対し、どう

やって両立していくのかを一緒に考えるとか。決して専門家ばかりではなくて、先ほ

ど言われたように、私の大学の学生たちもボランティアとして関わっていますので、

学生たちもインターンシップで関わりながらいっぱい学ばせていただいているわけで

すが、彼らにとってそこでの経験を通じ、何を学ぶかというと、東京で就職しないで

地元に戻りたいという学生が大量に出てきています。山田町で就職することはできま

せんが、地元に戻って自分は地域というものを大事にした活動をしたいというふうに

学びがあるわけです。そういう意味で部会長がおっしゃったように、若者たちにとっ

て安心できる大人集団と空間があり、そこで家族とは違う刺激を受けていく。こうい

うことは決して被災地だから必要ということではなく、今現在災害があるわけではな

いところでも、こういった若者たちに対してもっと社会が様々な資源を提供していく

ことが必要な時代に入ってきているんじゃないかと思います。 

 世田谷区の中では、中学生以上の子どもたちの団体の様々なアンケートをしてくれて

いるのですけれども、その中でもなかなか貧困とか障害とかっていうのは見えにくい
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んだけれども、やっぱり子どもたちはみんな受験の問題とか、自分の親子関係という

ところにものすごく悩みが多くて、そのことに対しては色々な意見が出てきている。

もちろん、そこを私たちは越える方法を支援していかなくてはならないけれども、も

う一方で新しい支援の仕組みを、社会の中につくり出すことは近々の課題であると思

っております。 

 

（大森委員） 

 中学校の教科の中に武道が取り入れられるということを聞き及んでいますけれども、

私は「道」ということを少し考えたらどうかと思います。いわゆる柔道、剣道、相撲

道、空手道、弓道、そして、茶道、華道もそうですけど、「道」。日本人の先人達が、

尊んできた精神、本来持っている「道」の素晴らしさを、地域の中に育成できるよう

なものがあったらいいのかなと思います。特に世田谷には学校が多くあるわけですか

ら、極めた青年たちが活躍、また指導できるような、そんな場所を地域・地区の中で

提供される個所が必要と思います。先輩・後輩、そして礼節ということも含めながら、

地域での社会教育として、子どもたちが養われるのではなかろうか、学校の中では当

然にして勉学に励むのが当たり前、スポーツするのも当たり前。そして、当たり前の

鍛えた宝を、地域の中で、活動しうる場の提供やバックアップができる、世田谷区な

りの青少年の健全育成とする場として精神鍛錬をする「地域道場」という場を提供さ

れるように出来たら良いと考えました。 

 

（大橋部会長） 

 ちょっと質問させてください。大森委員、世田谷区の精神的な文化とは何ですか。 

 

（大森委員） 

 20 年先を見越した基本構想ということですから、私は先輩・後輩、の関係礼節も含め

て、理解できるような子どもを育てたいと思います。その子どもたちが次世代の大人

になる訳ですからそこらのことを地域ぐるみで教えられる機会があったら良いと思い

ます。これらについては、当然ながらスポーツ的なこともあり、体力増強にも精神的

な強さにも繋がるし、いずれにしても、プラス思考に考えています。 

 

（大橋部会長） 

 想いは分かりますが、なかなか難しいことですね。要するに社会規範だとか、社会的

なルールを守れる、そういう子どもを育てなくちゃいけないと、こういうことだろう

と思います。戦後、自由と平等を教えてきたけど、博愛だとか規範だとか、戦前の教

育に対する膾を吹いてしまって、やや不十分だったところがあるかもしれないという

ことだろうと思います。 

 ちょっと大森委員に聞きたかったのですが、例えば地域のいろんな資源を活用させて
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いただくときに、平成６年から主任児童委員制度が出てきたわけですよね。私どもが、

民生委員が児童委員を兼ねているのでは、どうも児童問題対応できないんじゃないか

と思っていて、児童問題を専門に扱う委嘱ボランティアとして、主任児童委員制度と

いう発想になりました。私の提唱の時には別に主任という言葉を使わなかったのです

が、児童問題専管の児童委員を選んだらどうかという提案をして、それが認められて

平成６年に始まったわけです。これ、主任児童委員を増やせば、ある程度問題解決に

つながりますかね。 

 

（大森委員） 

 現場の話をしますと、学校協議会等には主任児童委員と民生児童委員が参画しており

ますが、主任児童委員としての大きな役割は、学校側と民生児童委員側の連絡係とし

て、活動されているようです。民生児童委員というのは区域を担当してます。主任児

童委員は地区を担当されても区域を持っていません。学校側から仮に、お子さん、あ

るいはご家庭に対し伝達事項があるならば、主任児童委員の方に連携を取るというこ

とになります。学校と家庭に関係する問題が起きた折、得てして、家庭環境に関係す

る問題が絡んできますが、個々については主任児童委員に情報がありません。民生児

童委員として、相談に加わることになります。そこに区割りがあるとするならば、主

任児童委員が学校側の立ち位置、そして、保護者側の立ち位置に民生児童委員がいて、

連携して問題解決になろうかと思います。主任児童委員と民生児童委員の現場にての

初動の活動相違の一例です。 

 

（大橋部会長） 

 青少年問題審議会のほうは、協議会なんですよね。それで今言ったように、主任児童

委員が連絡会になっているとなると、事実上、子ども・青少年に直接関わる人材とな

ると、社会教育委員か、あるいは青少年委員をもっと増やすかですね。こうした論議

が今後必要なのかというのが一つありますね。 

 あるいは学校以外に、子ども・青年が集まるたまり場が十分ないからなかなか動かな

い。例えば杉並区は児童館を非常に活発化している。中学生が児童館で麻雀やってい

ますよ。運営は中学生がやっています。長野県茅野市は駅の真ん前に CHUKO らんどチ

ノチノという施設があって、中学生、高校生が全部運営やっています。大人は全然運

営に関与できない。それくらい信頼して任せば、また違ってくるかもしれない。口で

は、子どもとか何とか言っておきながら、何もたまり場もなくて、規制して、大人が

干渉していたのでは、やはり子ども・青年は育たないかもしれない。その辺の文化を

どうつくり直すかが大きな課題でしょう。いずれ、子ども・青年にかかわる人材をど

う確保するのかは、検討しなくてはならないし、それをどの拠点でやるかということ

です。学校でやるのだったら、前にも言ったかもしれませんが、校長２人制度、これ

兵庫県の明石市がかつてやったことがあるのですが、夕方４時までは普通の学校の校
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長先生、夕方４時以降は地域の校長先生が担当し、学校を自由に開放するとか、土

曜・日曜は地域の校長先生が施設を管理するとか、このくらいの仕組みまで頭に入れ

て言わないと、ただ抽象的に大変だと言うだけではダメだと思いますね。いずれにし

ても、学校を拠点にしつつも学校だけに依存しないで、地域で子どもを育てる新しい

社会システム、行政のあり方、指導できる人材の確保、このことが大きな課題かなと

思っています。第１の柱はそんなところでよろしゅうございますか。第１と第２と一

緒になっちゃってるところもありますが、よろしいですか。 

 それでは、第２の柱で、「地域の中で地域の担い手を育てるまちになるためには」と

いうことで、２番の地域の人材ですが、これも言うは易く行うは難しですけど、何か

知恵はありますかね。１の柱とダブってずいぶんしゃべってきたので、そんなところ

でいいですか。 

 第一、PTA は、いつまで残るって言ったら語弊があるのでしょうが、ますます活発に

なるのか。PTA が、戦後華々しく、民主国家・文化国家をつくる組織の一つの拠点だ

と言われたけど、今ちょっと違いますよね。それに代わるものをどう考えるか。保護

者会とは別に、子ども・青年を育てる組織をどうつくるかは、今の問題に絡むんです

がね。それを我々は、ついつい PTA ということで分かった気になっているんですが、

どうも難しいんじゃないでしょうか。 

 

（宮田委員） 

 今PTAというお話が出ましたので、PTA活動は規模や、学校と地域との連携の深さなど

によっても運営がさまざまです。基本的にはPTAというのは、学校と、Pが保護者で、

Tが先生ということで、PTA 活動と言っているのですけれど、子どもの育ちや教育につ

いて先生と保護者が話し合うとか、教育環境を良くしようということで活動を進めて

いるのが現状です。ですので、PTA と、例えばお父さんの会とか、あと地域の町内会

の方との協力、それから卒業生、保護者の OB・OG との連携によってかなり広い活動を、

地域で行っている学校もあります。なので、もっと地域の活動ということで、今後は

広がっていく可能性はあると思います。 

 

（大橋部会長） 

 今の学校協議会の権限をもっと強めて、学校の運営をもう地域に任せるということは

一つあるんですね。イギリスとかイタリアのように学校の教育・経営そのものに地域

の住民が直接参加する。あるいはかつて中野区でやったように、教育委員の公選制み

たいなものをやるのか。それとも橋下大阪市長のように教育委員会をなくすという話

を20年後するのか。何かどうも論議が、20年後という言葉を使っている割には、今の

チマチマしたことを言っているんですね。世田谷区、教育委員の公選制やりますか。

公選制は面倒だから学校協議会にもっと権限持たせて、校長の人事権も握るぞという

ようなことをやるのか。そのくらいのことを考えないと、20 年後って、私いつも悩ん
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でいるのです。イタリアとかイギリスでやってるわけですからね。日本だってやって

やれないことはないかもしれない。 

 

（宮田委員） 

 たびたびすいません。世田谷区のほうでも、今かなり学校教育の現場を変えるという

か、世界にはばたく子どもたちという教育ビジョンが世田谷区に今ありますけれど、

その中でスクールコミュニティ、前々回のほうでちょっとお話ししたかと思うんです

けど、スクールコミュニティは全国でやられておりますけれど、世田谷区は、全国で

も早くから取り入れたところで、そこの中で学校経営にも加わる地域の人材、人材と

いいますか、地域の方も入ったり、保護者の方もその中に入ったりして、学校経営に

関わる部分で参加しています。来年度、25 年度には、区立中学校・小学校にはすべて

スクールコミュニティ、ごめんなさい、コミュニティスクールができますので、それ

はちょっと始まったばかりなので、今後それが、先ほど委員長がおっしゃったように

変わっていく可能性は十分ありますので、これからですので、それを今後この会合で

お話ができればいいのかなと思います。 

 

（大橋部会長） 

 日本の行政は大変優秀で、お膳立てしておいて住民に参加はしてもらうけど、権限を

与えない。今のコミュニティスクールもそのレベルなのか。もっと校長の人事権を運

営協議会が「Yes」って言わない限り、校長が赴任できないなんてところまでやれるの

か。校長が出した意見に、何か意見を述べる程度でしょ。 

 

（宮田委員） 

 そうですね。まだ校長の権限とかそういった話は伺っていませんが、学校の経営に今

までそういうのがなかったという点では、学校経営にかかわるところまで、私たちが

参加できることはやはり画期的なことだと思いますので、そこから広げていって、地

域との連携というか、地域で子どもを育てるというふうにつながっていけばいいのか

なと思っております。 

 

（森田副部会長） 

 先ほどもちょっと言った通り、公立の小学生の３分の１は私立の中学校に行く。だか

ら中学生、もちろん小学校から私立に行ってる子を入れると、おそらく３分の１以上、

半分近くの子どもたちはもう私立の中学に行くという状況になるわけですよね。そう

いう時に、いわゆる公立学校の役割と、私立学校の役割、あるいはさっき言った、ほ

んとにホームエデュケーションが始まっていくのか、あるいはもっと多様な、それこ

そ留学だとかを繰り返しながら日本でもう勉強しないという子も出てくるだろうと。

そういう多様な時に、いわゆるスクールコミュニティみたいなものを、一体何のため
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に、あるいはそこで実現しようとしてることは何なのか、このへんのところを私はす

ごく考えなきゃいけないだろうという気がするんですよね。そしてまた、その時に、

例えば学校協議会でもそうなんですが、果たしてそこで議論する時に、子どもたち、

あるいはその場の有効活用みたいなことを議論するのか、そこでの営みというものを

議論するのか、一体何を議論するのか、そこで主体になってくるのは一体何なのかっ

ていうのが、学校協議会で先ほど権限っておっしゃったんですけども、まさに権限と

いうことかもしれませんが、そこで議論してつくりあげようとしているものは、誰の

ための何を実現するものなのかっていうことが見えないから、たぶん学校協議会も非

常に形骸化していってしまう。 

 例えば江戸川区は学校を放課後、地域に運営の主体を任せています。地域に任せると

いうことは当然権限もお金も、色んなものを委譲しなくてはならなくて、先ほどおっ

しゃったように、今なかなか学校が開かないのは、結局放課後の管理責任まで学校校

長に責任があるが故に、やっぱりそこは開かない。新 BOP でも、確か提供されている

のが２部屋ですよね。２部屋で間に合うところと、間に合わないところと、そしてそ

の中で具体的に子どもたちが居心地の良さみたいなものがそこでまたいろいろ出てく

る。やっぱり多様性が当然必要になってくるし、その多様性を誰がそこで保証してい

くのか、誰のために保証していくのか。私たちの活動の場、例えば高齢者の活動の場

としてそれを利用していくんだとすれば、それはもっと学校協議会とは違う形で、学

校の場を運営していく協議会みたいな形に進めていかなければいけないだろうし。学

校協議会なんかも、一体何のための議論かが、どうも私にはよく見えなくて、そこを

もう少し子どもたちが主体に、そして子どもたちが居心地のいい場所として、そして

子どもたちの成長・発達がそこの中できちんと保証されていくような、そういう場に

していくための学校協議会、あるいは運営協議会というものになっていかなきゃいけ

ないんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（大橋部会長） 

 「社会的祖父母」など多くの人のかかわりの中で育つという理念はその通りですけど、

どういうシステムでやるかに、具体的におろす必要があるわけですね。文部科学省が

学校支援地域本部事業をやってますけど、ほんとにこれで学校が開放されるのか。今

ある学校協議会で権限がどこまでおりてるのか。今予算の話をしましたけど、やっぱ

り予算がなければ動かないわけだし、そこまでやるのかということだとか、あるいは

建物の使い方では、先ほど明石市の例を言いましたけども、習志野市の東秋津小学校

でも高齢者がコミュニティスクールみたいのをやっていて、子どもたちと交流してい

るわけですね。だから普段は学校の扉で閉じているけど、扉を開ければ、お年寄り、

地域のコミュニティセンターと子どもたちが行き来できるという、そんな工夫もして、

良い実践をしているところもあります。小平市でも小平市教育委員会はそういう実践

をやってきているわけで、全国に実践がないわけじゃない。問題はそれをどういう仕
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組みでやるのかという部分、さっき言ったようにその権限を教育委員会が持てるか、

あるいは持てるために公選制にするか、教育委員会の中に第三の地域教行政を置くか

とか、色々なことを考えながらやらないと、なかなかこの部分は具体的に見えてこな

いのではないかということだと思います。そんなところでよろしゅうございましょう

か。 

 それでは３番目の柱でございますが、「人生 100 年時代を見据えて、いつまでも活躍

できるまちになるためには」ということで、生涯現役ネットワークを世田谷区はやっ

てるわけですが、高齢者が元気で活躍すると同時に、そこに多世代が交流するという

ことを考えたらどうだろうかということですが、これについてはどうでしょうか。し

まった、世田谷区は 100 歳以上の人が何人いるんでしたっけ。調べてくれば良かった

ですね。シルバー人材センターについては、資料６に書いてございます。前回言いま

したように昭和 50 年に東京都が高齢者事業団を設立して、そして 55 年にシルバー人

材センターになりました。主な仕事の内容は次のページで、世田谷区シルバー人材セ

ンターの活動としてそこに書いてございますように、結構世田谷区はユニークなこと

をやっていて、パソコン教室だとかカルチャー教室、フランス語、スペイン語、イタ

リア語とか、これはなかなかほかのところにない、やっぱり世田谷区らしい地域資源

の豊かさを物語っています。会員数が 2874。たぶんこのカルチャー教室で学校の先生

が教え、そう言っては失礼ですが、わかりやすく言えば、小学校の先生が音楽を教え

るより実際の音楽のプロがいっぱいいるかもしれないとか、小学校の先生が理科の実

験をやる時に、理科の実験だったらもっとプロの人がいっぱいいるかもしれないとか、

やっぱりその辺を柔軟にやれればいいんでしょうね。英語もスペイン語も、これから

の時代を考えたらすごく使えるな、なんて思いながら見てたんですが。これはたぶん

世田谷区の特色だと。ほかの区でそんなフランス語、スペイン語、イタリア語なんて

いうのは、ちょっとあまりシルバー人材センターで見たことないですね。 

 

（森田副部会長） 

 私は世田谷区民として何十年も暮らしてきて、世田谷区の大きな欠点というのは、こ

ういう市民活動は市民活動として非常に盛んなんだけれども、市民活動が公的セクタ

ーの様々な活動にかかわろうとすると、途端にそこで大きなシャッターが降りてしま

う。そこの融合、あるいは協働というのか、それが何かとても警戒心が強いというの

か。用心深いことはとてもいいのだけれど、もっと今の時代、多様な挑戦が至るとこ

ろでできる、そういうことの保証が私は必要じゃないかと思っています。 

 人権侵害が起きないようにだけはしなければならない。しかし、その人権侵害を怖が

っていて、あるいは事故だとかそういったものを怖がっていて、市民社会の様々な活

動が十分に、いわゆる区の活動というんでしょうか、区内で行われている行政活動、

あるいはさまざまな支援活動のところにじっくりそこが関わっていかないとすると、

これはすごく不幸なことになる。私は６年間、区の審査会の委員をさせていただきな
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がら感じているのは、そういう何か少し緩やかにしながら、でも人権侵害を防ぐよう

な仕組みや、あるいはもうちょっと活動を高めたいという人たちの相談に乗ったり、

いろんな試みで事業化したい人たちの相談に乗ったりですね。ちょっと楽しみだけで

はなくて、もう一段、自分の仕事にしたり事業にしたり、あるいはそういう公的セク

ターで行われているものにきちんと位置づいていくような、そういう本当の意味での

市民活動の協働、共に働くという、こちらのほうの協働の活動に持っていくことが、

私は世田谷区の中で非常に重要で、そのことがいつまでも活動できるという時に、や

っぱり 60 歳で定年というのは、自分がほんとに 60 になってみて、今とても思ってい

るわけですけれども、やっぱり大学では、60 はまだヒヨッ子ですよね。65、70 まで皆

さん活躍なさるわけで。でも、世田谷区なんかでいわゆる様々な事業をした方たちは、

60でもう終わっているわけです。ここから年金生活で消費に回るか、生産を60からま

だしていただくかというのでは、大きく社会のつくり方が違ってくるので、この人生

100 年時代を見据えて、60 から 40 年間消費に回るだけじゃなくて、やっぱりある程度

60 代なら 60 代、70 代なら 70 代の、社会との具体的な接点というものをきちんと持っ

て、ある程度経済的にも、あるいは社会的な意義としても生きていくような、そうい

う位置づけをきちんとする必要があると思っております。 

 

（永井ふみ委員） 

 ここまでのお話を聞いていて、何かちょっと自分の中でかみ合わないなということが

あったので、うまく言葉にできるかどうかわからないのですが、ちょっとお伝えして

みたいなと思います。地域で何々するという言葉がすごくたくさん出てきていると思

いますが、その地域の像が見えないまま議論をしているので、行政のシステムをこう

いうふうにすればいいというような話で、結局それをしたらどうなるのという壁が今

見えてきているような気がしています。ですので、ほんとに抽象論を申し上げるので

すが、地域としての自治のあり方とか、地域の住民はどういうふうにあるべきなのか

っていうあたりをもっと議論をして、地域の像をもっと深めていけるといいなと思い

ました。 

 また、ここまでの議論も生活者の立場からいくと、人生 100 年時代という中でも、青

少年は青少年で課題があって、保育園に行っているような子たちにはそれなりの課題

があって、それぞれライフステージごとに課題は違うと思うのですが、私個人として

はやはりライフステージで常にいろんなかかわり方だとは思うのですが、地域にかか

わってみんなで仲良く助けあいながら暮らしていければいいというような希望があり

ます。そういうふうにみんなが思いたいと思っているからこそ、地域でという言葉が

繰り返し出てきていると思うのですが、人生 100 年時代でどういうふうに地域と関係

が持てるか、そこで自己実現ができるかというあたりも、ほんとにライフステージと

いうか、生涯かかわり続けるためにはどうすればいいのか、どういう場が欲しいのか

というあたりをもう少しお話しできるといいなと思いました。 
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 初のほうにもかかわるところだと思うのですが、やはり繰り返しになるかもしれな

いですけれど、生まれた時から、子どもの時代、学生時代、子育てしている時代、そ

こから上は、自分のこととしては語れませんけれども、やはり常に地域に自分たちが

出ていって何か還元できることを見つけていきたいなと思います。私は、自分の子ど

も、１人目生まれた時に、違う区ですけれども知り合いの人と一緒に赤ちゃん教室、

赤ちゃんを小学校の子どもたちに抱っこしてもらう活動に参加したりとか、赤ちゃん

アート展をやったりとか、赤ちゃんだからこそできることもあるし、子育て世代の私

だからできることもあると思うんですよね。そういう緩やかな、でも継続的にずっと

この人たちと一緒に関わっていけるというような、そういう地域のあり方、そんなの

を受け止められる地域の自治のあり方があって、小学校のあり方とかを考えていける

といいなと思います。 

 空間的に考えると、小学校とか、今は空き家とか、あとは保育所とかいろんな空間的

な場も出てきているとは思うんですけれども、それをどうやって地域で、地域で地域

でと言っているけど、誰が一体どういう地域のネットワークでやっていくのかという

あたりも、もっと深めていけるといいなと思いました。保育もそうですし、エネルギ

ーの地産地消という言葉が第２部会では出ていましたが、その時の範囲はどういうも

のになるのかなとか、いろんな自治のあり方があると思いますが、そういうのを手探

りながらみんなで話していけるといいなと思いました。 

 

（大橋部会長） 

 ありがとうございました。たぶん住民が地域に関心を持ったり、行政に関心を持った

りするというのが、日本はあまりにも弱かったので、関心を深める、あるいは参加を

するということになると、あらゆるサービスの運営における情報公開と参加なんです

ね。これはもう、ほかの区市町村ではずいぶんやっているんですよ。だから保育所だ

って保育所の運営委員会をつくるとか、児童館の運営委員会をつくるとか、厚生労働

省だって児童館に運営協議会を置くことができるという、できる規定を持っているわ

けです。だから問題は個々の施設なり、個々のサービスの運営に必ず住民参加を入れ

る。情報公開を入れることなんですよ。だけどこれは 20 年後のことではなく、今だっ

てやらなくてはならないことなので、それの延長が 20年後により厳しくなるというこ

とかもしれない。 

 それともう一つは、前から出ているように、これはほかの部会の課題ですが、要する

に第３の分権化なり第４の分権化をするのかという論議をしなくてはいけない。世田

谷区一つで考えないで、５ブロックでやるんですか、27 地区でやるんですかという分

権化。そこに地域協議会を置きますかということなんですよ。これをどこかで決定し

なくてはならない。 

 たぶん今、永井委員が言ったことは、その２つのほうから考えないと、住民や地域は

見えてこない。だから先ほど学校評議会だとか、教育委員の公選制とか言ってたのは
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そういうことなんですよ。関心持ってもらうために公選制の論議をやっているわけな

んで、そんなことを考えてほしいということでしょうかね。やっぱりどう見ても、三

鷹市などはもう第３の分権化してるわけですよ。コミュニティ協議会が始まってるわ

けですよね。だからそこを、ほんとに世田谷区は都なり国に言っていくんですか、そ

んなこと言ったって無理ですよという話をするんですかといったことを、どっかで決

着つけない限り、なかなか今永井委員が言われたようなことはつかみきれない。一つ

の側面は、生活圏域ごとに提供されているサービスへの住民の参加と情報公開が大き

な役割だろうということなんでしょうかね。何か風間委員からありますか。 

 

（風間委員） 

 今回、この４つの観点が出ているのが、ちょっと遅れてきたので確認できませんでし

たが、これがちょっとよく分かりません。１番の「地域資源を生かして福祉・教育を

進めるまちになるためには」についても、この議論で進めていくことが適切かという

ことに疑問があったので発言しなかったのですけど。地域資源を生かすことは手段の

一つに過ぎなくて、福祉・教育を進めるためにはということであれば、地域資源を生

かすとか、いろんな観点で話ができるなとは思ったのですが。あとは、地域の中で担

い手を育てるというのも、別に地域の中で育てなくてもいいんじゃないのと私は思っ

ていますし、もう少し時代が進んでいくと、やっぱり事業者だったりとか民間だった

りとかになっていくのかなとも思っているので、このテーマの中で話すのがちょっと

適さないなと思って。人生100年時代を見据えてというのも、100年時代を見据えてい

ても早く死んでる人もいるし。見据えてという必要がそもそもあるのかなとも思うん

ですね。いつまでも活躍できるまちになるためにはということであれば、今はこの３

番を話していると思いますが、行政がどこまでサポート・支援をしていくかというこ

とを、部会長もおっしゃっていたように、決めることくらいは基本構想の中では必要

なのかなと。あとはもう、やはりある種自己責任で人生暮らしていくという要素も必

要になってくるのではないかなと思うんですけれどね。 

 

（大橋部会長） 

 たぶん大きな問題は、やっぱり行政がどこまで役割を担うのかは、一つ大きな 20 年後

のテーマなんですね。今、事業者、NPO、住民とか言ってますけど、まさにそういうこ

とだと思いますね。そういうふうに考えると、今日、資料を作ってもらいましたけれ

ども、例えば資料２で「世田谷区への寄付金と区民の活動等への支援」ということで

あげてくれました。前回、私が６億円くらいでしょうかと紹介したのが地域保健福祉

等推進基金の部分ですね。このへんが 4,600 万くらいということでしょうかね。累積

が５億円くらいあるということでしょうかね。埋蔵金が。これはどうなんですか、み

んなバラバラにやるのか、全部、公益信託世田谷まちづくりファンドに繰り入れるの

ですか。どういう仕組みになるんですか。 
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（事務局・田中政策研究担当課長） 

 これを全部まちづくりファンドに繰り入れることはございません。ここに書いてある

寄付は、こうした目的で寄付をしたいというお申し入れをいただいた、寄付をしたい

というお申し入れをいただいた時に、特にこういうことに役立ててほしいというよう

なご意思がおありかどうかを確認して、それにふさわしいところをご案内していると

いうのが実情でございます。福祉にとおっしゃってくださる方が多いので、比較的そ

こが多くなっておりますので、これは地域で福祉的な活動をしている団体に対する助

成であるとか、そういうところに主に使わせていただいているということでございま

す。 

 

（大橋部会長） 

 ロンドンだと、リエゾンセクターがあって、全部一括していて、あまり分野ごとに縦

割りにやらないで提供しているんですよね。たぶんそういう、もっと行政が市民活動

なり NPO なり、あるいは新しいサービス開発事業者を支援するような、そういうシス

テムをどう作るかというのは一つのやっぱり 20 年後、今風間委員が言ったように行政

がどこまで関与するかっていうことの絡みの一つとしては、大きな課題になってくる

のかなということなんですね。これを全部縦割り的にやるのか。一括して有効に使う

というふうに考えるのか。あるいは、こういうプログラムをやりたいからご支援をい

ただきたいという案内の仕方にするのか。今度の東日本大震災では、プログラムが明

確に提起したところのほうが、寄付金が集まっています。その辺の出し方が今後一つ

の大きな課題だろうと思いますね。このまちづくりファンドだと、必ずしも、文化・

振興というのがあるから、ないとは言えないけど、子育てだとかはどこになるんです

かね。子ども基金ですか。だけど、高齢者と子どもと障害を持っている人たちが一緒

に世代間交流した時の活動に子ども基金は出せますか。つまりそういう、ジェンダー

事業・活動を縦割りではない仕方で考える時期が、あるいは来てるかもしれないです

よね。行政にとってはつらいところです。自分の権限がなくなってしまうかもしれな

いので。今、国のほうの公益法人改革はそうですよね。各省庁が持っているいろんな

財団や社団を全部内閣府で一元化して審査をしようとしてるわけですが、あれと同じ

ようなことが世田谷区では考えられるかもしれない。だけどそれは 20 年後じゃなくた

って、やらなくちゃいけないわけだから。 

 あるいはふるさと納税みたいなものをもっと積極的に、千葉県市川市のような形で、

世田谷区はやるのかということですね。ほんとに地域づくりと言うのだったら、ふる

さとのために使うと言うのだったら、市川市は確か１％だったと思いますけど、住民

税の 10％を指定した活動に寄付するのを認めるというようなことを、世田谷区はやり

ますかという提案でもあるのでしょうかね。いずれにしても、行政と市民活動とのリ

エゾンをどういうふうにつくっていくかは一つの大きな課題かもしれません。あるい
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は富山型デイサービス、前回、坂東委員がいろいろ言われましたけれども、富山型デ

イサービスのように、高齢者・障害者・子どもというものが交流しながら地域の拠点

になっていくというのが、今や構造改革特区を外れて全国展開になってきた。次のペ

ージに平成 22 年度段階で、全国 23 の都道府県で行われているということですから、

これをもっと世田谷区は強力に進めるっていうのがあり得るのかどうかということで

すね。誰か。まだしゃべられていない宮本委員、上野委員、田中委員、いいですか。 

 

（田中委員） 

 この項目の１、２、３、４で分けずに話をさせていただいてもよろしいですかね。先

ほど永井ふみ委員の話がヒントになったといいますか、どういう場があれば自分たち

が将来それぞれのライフステージごとに課題とか興味のある場で関係していけるのか、

参加していけるのかということで、ちょっと 初に戻ってしまいますが、私はそれが

全てということではなくて、一つのポイントとして、総合型地域スポーツクラブのよ

うな、ハード的な場が必要だと思います。実際、世田谷区内でもいくつか始まってい

ます。中学校を拠点として始まっていますが、スポーツに限らず文化的な活動も含め、

そこではそれこそ本日のキーワードのような、多世代交流の場という形で、地域の子

どもからお年寄り、高齢者の方までもが、自分の得意なもの、やりたいことに参加し

ていくという一つのシステムはあると思います。 

 部活動の話も、先ほど出ていましたが、私自身中学校の公立の体育の教員だったとい

うことがありまして、中学校の部活動はほんとに限界がきているという部分がありま

すよね。子どもが減っているから教員の数も減っていて、先生たちの数が減れば、部

活動の種類がもうどうにも増やせない。いくら強い学校があっても、得意な顧問が異

動してしまうと、その部活はやはり衰退してしまうとか、次に同じように得意な先生

が来てくれればいいけれども、なかなかそううまくいかないとか。そういうことで議

会のほうでも、中学校の部活を見てくれる先生がいないと。これ法的にも中学校の先

生には部活を見る義務ありません。手当が出ていたり、超過勤務手当とかね、そうい

うのもない中で、ほとんど奉仕のようなボランティア的にやっていることもあって。

システム的に大学生に協力してもらうとか、外部の方に指導してもらうというなら、

制度をつくらないと。各学校ごとで知り合いを、校長の知り合いを頼ってとか、PTA

の知り合いを頼って、頼んでいたのですが、それではダメだろうということを私も提

案したことがありまして、外部指導員制度、お金も些少ではありますが、出す制度が

今世田谷区では行われているわけです。それにしても、非常に顧問の負担というのも

あったりして。私はスポーツ振興審議会、以前委員をやっていたことがあり、そこで

も発言したのですけれども、やはり今すぐは無理でしょうけれども、どうしても学校

の部活だからこそ教育的価値があるとか、指導の効果があるとかと言われまして、す

ぐに転換は無理だと思いますが、30 年前にドイツ視察というか、ちょっと遊びを兼ね

て視察した時に、社会体育がものすごく充実していまして、学校はもう授業が終わっ
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たら放課後は社会の施設として、社会に手放す。だから、学校の先生がクラブ活動な

り、社会体育の中で、自分の得意なものを見てくれる時は身分が変わるんですよね。

それで社会体育指導員として手当も出るし、充実した活動ができる。子どもも大人も

好きなものに参加できるという形を取っていて、やはりそういう方向に転換していか

ないと、この先部活にいつまでも頼っているのは無理じゃないかと感じていました。

その一つのきっかけが、即座に社会体育に行けと言っても無理だろうから、総合型地

域スポーツクラブのようなものを発展させていくような形で、何かしらの形づけとい

うか、場ができてくると、決して押し付けではなくて、やりたいことがあればそこに

参加しましょうという形ができるのではないかということ。 

 それから、それ以外に先ほど宮田委員がおっしゃっていました、おやじの会みたいな

のがあったり、それと永井委員の発言で、赤ちゃんがいる時代は赤ちゃんがうまくか

かわっての活動をしたり、それから私も子育て時代は子育てサークル、自主サークル

みたいな活動もしていましたしね。そういう形で、それぞれのできることで地域にか

かわっていくとか、仲間をつくっていく、それはやっていると思うんですよね。だか

ら、個々にいろんな活動があるのをうまくお互いに情報提供しながら、ネットワーク

みたいなものを、行政がちょっとした交流会を開催するとか、そういう形でサポート

する。そして地域をもう少し広げていくと、おのずから、地域とは何かを定義しなく

ても見えてくるのかなという気がいたしました。だから、ちょっとそういう地域のス

ポーツクラブ、文化系も含めた、そういう形が将来的に発展するといいかなと思いま

す。 

 競技を目指す子たちには、そういう交流の場では不十分ですので、地域のクラブチー

ムみたいなところで活動していくんでしょう。自ずと強い子たちは集まってくるし、

そこにいい指導員もついてくると思うので、それはそれで発展していけばいいかなと

思っています。 

 

（大橋部会長） 

 はい、ありがとうございました。前回、渋谷区の協議委員会の 1970 年代の話をしまし

たけど、まったく同じことですね。今、田中委員が言われたことは。その辺のことを

考えないと、もういけない時期に来ているということだろうと思います。はい、それ

では、小林委員。 

 

（小林委員） 

 すみません、私もちょっと遅れてきましたので、やっと追いつきました。それで、今

第１部会ではコミュニティの単位とか、どういう形で将来は形成したらいいかという

議論をしていまして、第２部会では防災とか、区のマッピングをしてどこがどうなっ

ているかといった具体的な話をしていますが、やはり 20 年後の教育なり、コミュニテ

ィを考える時に、もうおそらく町内会とか自治会などの既存の単位ではなくて、新し
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い住民協議会なり、何かほんとに意欲のある市民が積極的にやる、そういう単位にし

ていかなきゃいけないのだろうという議論をしています。それが欧米であれば教会み

たいな、教会だから来ますよね、必ず毎週そこで会って、核家族であろうが、地域の

人が必ずそこで会って顔を合わせる。そういう場所が日本の場合は、小学校の場合は

結構ありますが、私の家族も男の子２人、小学校は絶対地域で入れようと思って、そ

の後はやっぱり私立に行ってしまったから、親同士が顔を合わせる機会がほとんどな

くなってしまう。だからほかの部会で話したのは、小学校は一番いい教育の拠点とな

るし、コミュニティの拠点、それから防災拠点ですね。ですから、小学校をいかに弾

力的に生かしていくかっていうのは、一番大事です。その点、基本的にはどの部会も

同じような話をしていると思います。 

 教会がなくてみんながどうやって顔を合わせるかというと、今は防災がある意味一番

チャンスで、 近の話では、マンションで今まで知らなかった人が防災訓練をするこ

とで少しずつお互い顔を合わせて、飲み会をやったりするようになったとかも聞きま

す。そうなると、戸建ての住宅地はまだ、全然、共同でそういうことがないので、コ

ミュニティ意識がないところはまったくないという話になっています。20 年後の公共

と市民の活動のバランスは、森田副会長の話にもあったように、おそらく公共はでき

るだけ小さく、小さい公共で、新しい公共の部分を市民たちが自立的に当事者意識で

やっていかなきゃいけないというのは、大体皆さん頭で考えているんですけど、それ

をどうやってというところが技術論的に詰めなきゃいけないだろうという議論かと思

います。それでどうするかと。核家族がみんなマンションで孤立してるのが世田谷だ

とすると、やはりそれが学校だけではなくて、地域の人とどういうふうに多世代交流

ができるような物理的な場所。それからみんなが集まるような、防災なら防災でもい

いんだけれども、それをやっぱりかなり積極的な仕組みとしてつくっていかないと、

今のままではちょっとダメなので、そういうことを基本構想の中にしっかり盛り込ん

でいくっていうことが大事だと思います。 

 第１部会ですごく衝撃的な議論は、これは条例化する、条例として明文化するとか、

すごい話になって、今回基本構想ですね。そうなると、あまり抽象的な議論ができな

くて、すごく硬くなってしまうから、そこまでやらなくてもいいじゃないかという議

論をしてます。 

 

（大橋部会長） 

 ありがとうございました。３のところは、人生 100 年時代。これは今まで人類が経験

してないようなライフステージ、ライフサイクルになるので、そこを考えようという

ことで、このタイトルにしたわけです。趣旨は、その人たちが孤立しないで、その人

たちも含めて、多世代の交流の場とそれを促進するシステムをどう作るかというとこ

ろがポイントになってきて、富山型デイサービスや、あるいは、色々な学校も含めて

どうするのかという論議が出てきています。こういうふうに受け止めていただければ
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ありがたいです。また、それをやっていくためには行政の縦割りを越えて、市民活動

を支援するような信託の活用などをもっと大事にする必要があるのではないだろうか。

こんなところが論議として出てきていると思います。 

 ４番目はそれらをやや総合して、じゃあ、障害・高齢者・子ども・外国人などの孤立

化を防いで、それらの人たちが必要な場合にはサポートできるようなことをどうやっ

ていったらよいのか。日本人的にはどうも週刊誌的な覗き見主義があまりにもありす

ぎていて、プライバシー保護が十分じゃない。プライバシーを守りつつ、だけどつな

がっていくというバランスをどうするかということだとか、男女共同参画が課題にな

っている。こういうことでしょうか。この４の柱で、もうずいぶん今まで出てきまし

たけども、もしご意見があればお話をいただきたいと思います。どうしてもここは、

教育と福祉と男女共同参画が中心に部会が構成されているということですので、おの

おののところでも既に色々な計画があるわけですけれども、それを踏まえながら 20年

後はどういうふうになるのだろうかということです。第一、家族がどうなるのかは、

まだあんまり今日は深めていませんが、家族の形態がフランスのように事実婚だとか、

法律婚なのか、あるいはアメリカ的に同性婚もいいとなるのか。こんなことを含めて、

どう考えるんですかね。共に生きるっていうのは、口では非常に簡単なことですけど、

フランスと同じようになりますかね。大統領の奥さんが事実婚で、前の奥さんにハチ

の一刺しみたいな話になるというのは、20 年後に日本はそうなるのでしょうか。それ

とも相変わらず男性が働いて女性が家を守るという、そういう家族観でしょうか。そ

れとも純血の血統家族でなければいけないという話になるんでしょうか。どういう社

会になるんですかね。ほんとに見当つかないですね。 

 

（森田副部会長） 

 抽象的な議論をせずに、私は事実から話をしたいと思いますが、一つは、もう既に多

様な家族がいるわけですので、いい悪いではなくて、事実として、それこそさまざま

な家族の形態がある。そしてまた、国籍も、そしてまた家族の構成の仕方も、暮らし

方も多様にあるということ、これはもう変えることがないし、変わることはないだろ

うと私自身は思っております。特に社会福祉をやっていますと、やっぱり家族の変容

というのは真っ先に出てきます。そしてその家族が変わった中で、社会がそれと対立

した状態にあると、なかなか暮らしにくということが出てくるわけです。具体的には、

例えばひとり親になっていることが、もう事実としてこの日本社会の中でかなり増え

てきているわけですし、それから再婚家族もものすごく増えてきているわけですね。

おそらく 20年後には、ステップファミリーと言っているわけですけれども、このステ

ップファミリーもどんどん増えていくでしょう。そうすると、形態としては両親いま

すが、この両親は実の親ではないというのがたくさん出てくるだろうし、そしてまた

国籍も含めて多様な状態になってきます。そういう時に、先ほどおっしゃってたよう

に、子ども・高齢・障害とかいったバラバラな支援ではもうまったく立ち行かない。
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だから本当に家族というものを支える、あるいは家族以外の社会が支えるというもの

を両方用意していかないと、もう 20 年後と言わないでも、今まさに家族全体を支えた

り、あるいは家族が支えきれない子どもたちや、高齢者にしても障害にしても、この

社会が支えなければならない。こういう構造は絶対に必要だと思っております。ただ

それを自己責任論だけでは議論できなくて、構造的にこのグローバル化している社会

の中で言うと、様々な国々で子どもが生まれ、そして例えば世田谷に戻ってくるとい

う子どもたちは多数おりますし、そして再婚ファミリーができたりするわけです。そ

ういうところでの多様性を、私たちは認識しながらも家族全体を支援する。 

 それからもう一つすごく大事なことが、サービスになかなかたどりつけない人たちが

必ずいて、結局、相談機関があっても相談に行かれない。そして相談にたどりつく前

に問題が顕在化してしまう家族が非常に多いので、やっぱり家族まるごと支援してい

く、あるいは言葉とか文章だけではなく、人で、さきほどの民生児童委員の方々や主

任児童委員の方々をもっとたぶん現代化する、あるいは 20 年後をイメージしたような

形で地域の、言葉としては権利侵害を防いでいくような、海外にいらっしゃる、例え

ばアドボケーターみたいな、権利を行使する時に必ず自分の側に立って制度を読みと

いてくれたり、あるいはサービスを説明したり、あるいは自分の言いたいことを代弁

してくれたりするような、たぶんそういう人たちは、今の民生児童委員の方たちなの

か、あるいは主任児童委員の方たちなのか、あるいはそれに変わる人たちなのか。や

っぱりそういう人たちが絶対に必要になってくるだろうということは、私は思ってお

ります。そういう人たちをたぶん身近な、社会福祉はいっときは中学校区を単位に

様々なサービスを整備しようとしたわけですが、やはり世田谷みたいな大きなまちに

なってくると、中学校区を単位としていては、もうたどりつけなくて、やっぱり小学

校区に一つずつのサービスをつくっていく、あるいは、この世田谷が５つのブロック

に分かれているわけですが、大きな人口を抱えている自治体では、それぞれの区に独

立した権限を与えていくような仕組みもひょっとしたら考えなきゃいけないんじゃな

いかと思います。特に、私が住んでおります烏山の地域と世田谷の地域ではもう全然

環境が違いますし、そういう意味ではやっぱりこの５ブロックの中で、責任あるポス

トみたいなものをどういうふうに考えていくのかということ、そしてまたそれぞれの、

例えば小学校区の中にいる、権利侵害が起きやすい人たちの侵害が起きないようにし

ていくような役割がどうしても必要になっていくんじゃないかと思っております。 

 

（大橋部会長） 

 たぶん、多様性を尊重し、個人の尊厳の保持を尊重する思想をどう定着させるかは、

大変大きな課題の一つになってくるんだろうと思います。聖徳太子の十七条憲法の中

にも、違うを怒るなと書いてあるように、昔からあったはずなのに、日本は全体主義

的にみんな同じじゃないとダメというのがあって、多様性をどう認めるか、これは日

本人が一番下手なところかもしれないですね。だけど、個人の１人１人の尊厳を認め
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る。こういうことが一つ出てくるんでしょうかね。あるいは認知症高齢者がイヤって

言うほど出てくるわけで、今度国会で成立した障害者総合福祉法の中に意思表明権の

問題があるわけで、意思表明権の尊重などはもう具体的に考えておく必要があるかも

しれません。そんなことを考えると、人権教育だとか、あるいは先ほど大森さんも言

われましたけど、社会的規範を守るという意味でのサービスラーニング、市民として

守るべきものをきちんと学ぶなどは、ヨーロッパ、アメリカでは当たり前のことです

けど、日本ではそうでないので、サービスラーニングみたいなことを考えるか。日本

の場合、人権教育が非常に狭くとらえられたんですね。部落問題との関係で、やや特

化した形でとらえられていますけど、もっと広く考えないといけないところに来てい

るのかなと、こんなことを今、聞きながら感じました。具体的には成年後見制度をど

ういう仕組みでやるかが、世田谷区が一番深刻になってくる問題の一つだろうと思い

ます。ほかにはどうでしょうか。はいどうぞ。 

 

（大森委員） 

 21 世紀は人権の世紀と言われていますよね。部会長から先ほどのお話にもありました

けれど、人権というと同和問題から導入するのでしょう。現在では、障害者や高齢者、

あるいは子ども、HIV、感染等も人権問題です。ここらを民生委員が日常的に一番住

民の近場にいて関わっているだろうということで、地域人権啓発リーダーを民生児童

委員に託しています。皆さんは、あまりご存じないと思いますが、平成 18 年の時に地

域人権啓発リーダーが設置されました。21 年に改正され、リーダーについては単位民

生委員児童委員協議会の会長が担当することになりました。私たち年に数回、その人

権教育なるものを受けています。私たちは、率先して人権啓発する立場にいると考え

ます。先ほど申し上げた、障害者・子ども・高齢者の問題等含めて一番身近な私ども

が関係しているなら、人権擁護委員が担当するよりも、民生委員児童委員として、一

番身近にいるが故に、相談を受けやすい位置にいるのかなと思います。その相談した

結果を、行政につなぎ、ご判断を仰がなくてはならないこともあります。その地域地

区の担当者が、民生委員児童委員のみではなく、世田谷区として独自の人権サポータ

ー役的なものをつくられたら如何かということで、前回私は発言をしました。これか

ら人と人の関わり合いと言いましょうか、ストレスがたまっていく時代になると思い

ます。現在においても、何でも人権と言われるような、はき違えをされている方もい

らっしゃいます。しかし、それもまた解決に向かって、相談支援として承ることと思

っています。20 年後を考えると、区独自のものを考えておいていいのではないかと思

っている次第です。前回に付け加えたお話をさせていただきました。以上です。 

 

（大橋部会長） 

 ありがとうございました。子どもの権利条約にも、子どもの意見表明権がありますし、

先ほどの障害者の法律にも意思表明権というのが出てきましたし、それらを尊重しな
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がら、一方で虐待防止をする、個人の尊厳を守る。そういうことが一つの大きな目標

になってくるんだろうと思いますね。そういう意味では、家族というふうにくくらな

いで、家族を構成する個々人１人１人を大事にした上での、なおかつ家族だと、こう

いう言い方をしないといけないかもしれません。ところで、ちょっと事務局わかりま

すかね。世田谷区では孤独死は何人くらいいますか。東京全体が毎年 2300 人くらいで

すよね。さきほど、閉じこもりが、小学校・中学校合わせて約 300 人と言っていまし

たけども、大体閉じこもりは内閣府の考え方では４％くらいの比率だというふうに言

っているのですけれども。大体わかりますか。 

 

（事務局・田中政策研究担当課長） 

 孤独死というと、なかなか難しいんですけれども、今知っている範囲で大体 50 人くら

いではないかと。 

 

（大橋部会長） 

 50 人くらい。東京都全部で 2300 人くらいってことは、人口比率でいくと、世田谷区

50 人はそんなに多くないってことかな。ということは、地域のネットワークが豊かで

あるってことですか。孤独死は、要するに死んだあと一定期間発見されないままに放

置された状態にあるということなんで、これはなかなか統計のとり方が難しいわけで

すし、大体変死の扱いをされた方々の中で、今みたいな要件で警察庁が出してるはず

なんですけどね。50 人ですか。ということは、マンションを含めて、あんまり孤立し

てない。先ほどの小林委員ではないけど、みんな防災含めてもう大丈夫だと。 

 

（小林委員） 

 そうです。先週、第２部会で数字を出した独居老人の数字がちょっと分からなかった

のですけど。だから、ちょっとそのへんを調べないとｍ候補者がまだいるわけですか

ら。 

 

（大橋部会長） 

 世田谷区で今ちょっと数字入ってますけど、東京の豊島区は 65歳以上のうち、高齢者

の中で、独り暮らしのお年寄りが 37.8％ですよ。これが東京都内で一番高いので、３

人に１人は高齢者の独り暮らし。世田谷区はそこまでいってなかったと思います。そ

れが孤独死がないということかもしれませんけれども。それと集合住宅的なものがあ

まりないということですかね、それも一つの特色ですかね。よくわからないですけ

ど。 

 

（上野委員） 

 実は、１か月くらい前ですか、孤独死に遭遇しました。賃貸ではないマンションで、
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１階で、やっぱり独り暮らしの、老人ではなかったですけれども、孤独死で。10 日間

わからなかったらしいです。年齢的にもまだ 60 くらいだったため、民生委員にもお世

話にならない。賃貸のマンションでないため、家賃が発生せず、たぶんそういう管理

の人たちも気が付かない。管理室はありますが、賃貸じゃないところはいないんです

よね、管理人さんも。だから、そういう人も現実には近くにいらっしゃったし、それ

から私のところは大きな団地がそばにあるんですね。そこの団地でやっぱり、さっき

大森委員もあれですけど、私もこちらの民生委員やっている時に、10 日くらい見えな

いご老人がいらして。いつも飲みに来る人が飲みに来ない。おかしいと思って行った

ら、ヤクルトがいっぱい入っていて、おまわりさんと一緒に中は見たけども、結局分

からなかったんですよ。扇風機も回りっぱなしで。２回目にもう一度確認に行ったら

ば、トイレで亡くなっていたんですね。だからそういう孤独死をする人もいるし。そ

れもやっぱり民生委員に目こぼしされているというか、行ったんですけども、そうい

うふうに目こぼしをされている。だから、行政だけに頼るというより、近所の目です

よね。団地だったら同じ階の方が見るとか。いくら個人主義が 近進んできたと言っ

ても、ちょっと声かけをするとか、エレベーターで会ったら声かけをするとか、近所

でイヌの散歩をしていたら声かけをするとか、そういうのもやっぱり住民として大事

なことじゃないかなと思います。 

 

（大橋部会長） 

 集合住宅つくる時に、ちょっとした公園をつくることが建設行政で、いっとき流行り

ましたけど、それと同じように集合住宅をつくった時には必ず地域交流スペースをつ

くれという建設指導をするとかというようなことも、住宅担当の部会のほうにお願い

するとか。現にそうしないと、立川市とか多摩市だとかは困っていて、集合住宅の改

築で切り替え始めてますよね。そんなことも今後は必要になってくるかもしれないと

いうことでしょうかね。 

 

（森田副部会長） 

 今のお話もそうなんですが、結局人々がいろんな住まいで自分は大丈夫だって思って

いる時に、やっぱり個人のプライバシーの問題と安全という問題を、どう市民の中に

認識を深めていくかということ。これはやっぱり相当力を入れてやらないと、結局自

分は大丈夫と思ってしまっていて、個人としての自由をずっと満喫してしまうと、結

果的には周囲の方たちに大変お世話になることになる。これ、実は私たちはよく若い

人たちのところで活動をすると、そういうことも実は若い時にきちんと学習しておか

ないと、若くても当然いろんなことが起きるわけなので、人間は１人で暮らしていけ

ない、あるいは１人で暮らすことは、都市社会の中ではもう不可能だという、そこを

一体どういうふうに伝えていくのかということだろうと思います。ただ、監視社会に

なってはいけないので、監視社会ではなく、先ほどから皆さんがおっしゃっているよ
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うに、支え合える、あるいは居心地のいい地域をつくっていく。そして可視化しなが

らも、でもプライバシーが守られていく。家族全体を社会が守る。そういう社会が、

おそらくすごく大事だろうと思います。それが実現できないとおそらくすごく住みに

くい場所になっていくだろうという気がしております。 

 

（永井ふみ委員） 

 先ほどの高齢者の独り暮らしの世帯は、 初に第３部会の参考資料としていただいて

いる資料７に、17.9％、約18％ということで、平成22年３月のデータがありました。

私の日頃の体験からいっても、そういう孤立してしまう状況っていうのは、お年寄り

だけではなく、子どももかなというふうに、友だちと話していて感じました。いろん

な家族がいる中で、私の友だちはご主人がすごく海外出張が多い家庭で、お母さん１

人で子ども２人見ながら頑張っている。もし私が倒れたりした時に子どもたちは一体

どうなるんだろうと、この間おっしゃっていました。それは私のマンションの同じ階

の方ですけれども、保育園も違うし、そんなこと、私、知りたくてもしれないという

状況があるなというのが現実だと思いました。一方ですごく地域の方のフックという

か、つなぎ役になっている方は、大家さんとか、あとはマンションだったら、いいと

ころと悪いところがあると思うんですけれども、管理人さんとか、あとは掃除はマン

ションの人たちやったほうがいいに決まってるんですけど、お掃除のおじさんとか。

そういう方たちがすごく地域といいますか、住まい手のほうを見てくださっている、

コミュニティの一員としていてくださっているというのがすごくあるなと思いました。

それがどういうふうにつながるのかわからないのですけれども、地域の大事な人たち

だなと思ってます。 

 

（大橋部会長） 

 はい、ありがとうございました。もう時間ないんですが、どうぞ。一言もしゃべらな

いってのも。 

 

（宮本委員） 

 すいません。いろいろお話を聞いていて、先ほど森田さんがおっしゃった周りにアン

テナを張れる人と、そうでない人で、ピンチに陥った時に差がつくという。例えば生

活保護を受ける手段にさえも行きつかずに困ってしまう方、やはりそういう人たちも、

アンテナを張れる人はどんな場所にいてもたどりつけると思うんですけど、やはりそ

の取りこぼしの問題を今後どうしていったらいいのかなと思って。それが防災の時に

もおそらく社会的弱者になるんだろうなと思います。 

 

（大橋部会長） 

 たぶんそれはやや福祉に引きつけすぎるかもしれませんが、一種の福祉アクセスビリ
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ティ、できるだけ身近なところで総合相談的な機能を持たないと、たぶんサービスが

あってもそれにつながらないという問題は、深刻になってくるだろうということだと

思います。さて、今日はこれで結論ということではありませんので、時間の関係で、

これで打ち切らせていただきます。もう１回、８月８日にあります。その前に部会長

会議がございますので、そこでいろいろ出てきますので、こちらからもいろいろ発信

をいたしますけれども、また全体の中で、先ほど小林委員が言ってくれました、ほか

の部会で論議されていることがこちらにもフィードバックされてくるかと思いますの

で、８月８日、またあらためて少し柱を立てて、論議していきたいと思っています。

先ほど風間委員が言われましたように、この４つの柱は、前回の論議を踏まえた柱を

立てましたけれども、やっぱり柱を立てるとどうしても抜け落ちてしまうところもあ

りますので、違う視点で論議しといたほうがいいよということがあれば、ぜひ事務局

に伝えていただければありがたいと思います。ここの分野は論議がしやすいようでい

て、具体的な構想にはつながりにくい部分でもありますものですから、例えば、 後

は全部教育の問題よねと言ってしまえばそれでおしまいになってしまうような危険性

があるわけで、そういうことがないようにしたいと思いながらやると、こういう柱立

てになってしまったので、違う切り口があるのではないかという問題提起をぜひ皆さ

んからいただきたい。それと部会長の合同会議で論議したものを踏まえて、次回８月

８日に第５回目をさせていただきたいと思っています。それでは事務局から連絡ござ

いましょうか。 

 

（事務局・田中政策研究担当課長） 

 今おっしゃっていただきました、次回は８月８日を予定しておりますので、夏休み中

ではございますが、ご出席をよろしくお願いしたいと思います。その次ですが、この

クールの一番 後の部会を９月くらいまでにと思っておりまして、先ほど部会長とご

相談いたしまして、９月３日ではいかがかというふうになっておりますが。 

 

（大橋部会長） 

 ３日にやるかどうかは、また部会長合同会議との関係もありますし、全体会との関係

もありますから、まだ確定ではありませんが、もしやるとすれば９月３日が一つの候

補だと。というのは、全体会が当初予定されたのが 10月ということでございましたの

で、９月の始めの段階ということを考えていたと。こういうことでございます。よろ

しゅうございますか。 

 

（事務局・田中政策研究担当課長） 

 第２部会が翌４日になっておりますので、申し訳ありませんが、９月頭だけ、そこし

かできないもので、一応今、部会長がおっしゃいましたように、次回はまたご相談い

たしますが、そこを一応ご予定いただければと思います。それからもう以前にもご案
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内しておりますが、明日６月 30日、区民の方のワークショップを行いますので、グル

ープワーク中心になりますが、３時半からブライトホールで 100 人の方々のご提案の

発表会をいたしますので、ご都合のつく方はぜひご参加いただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

（大橋部会長） 

 はい、それではこれで終わりにしたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。

はい、どうもお疲れさまでございました。どうもありがとうございました。 

 

午後８時閉会 
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